
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号 

 
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
に
お
け
る
農
業
委
員
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
構
と
し
て
次
の
法
人
を
指
定
し

た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

名
称 

 
 

一
般
社
団
法
人
埼
玉
県
農
業
会
議 

二 

住
所 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
二
番
九
号 

三 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
二
番
九
号 


